
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事院勧告期組織内周知資料（2025年6月公務員連絡会作成） 

月例給の官民較差は？ ～交渉で追及するが、勧告期最終段階まで明らかにはならない～ 

《勧告に向けて留意すべきポイント》 

◆人事院の民調は、企業規模 50 人以上でかつ事業所規模 50 人以上の事業所を対象に実施してい

ますが、昨年の調査結果では、「ベースアップを実施」したとする事業所が係員 53.3％、課長級

49.0％に止まっている状況にあります。（一昨年(2023 年)は、係員 47.3％、課長級 42.4％） 

◆人事院勧告は、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本と

して（民間準拠）、同じ条件（役職段階、勤務地域、学歴、年齢階層）にある者同士の官民の給与

を比較、つまりラスパイレス比較を行った上で、所要の勧告をすることになっており、民間の定

昇含む賃上げ率や純粋なベア率とは異なることから、連合や日本経団連が公表している賃上げ妥

結状況と単純に比較することはできません。 

春闘の情勢 ～連合、経団連の定期昇給込みの賃上げ率は

昨年同様５％台の高水準を維持、連合中小も昨年上回る～ 

～民間春闘の流れを、人事院「職種
別民間給与実態調査」（民調）へ～ 

・実施期間 ：４月 23 日から６月 13日 

・調査対象事業所 ：企業規模 50人以上

でかつ事業所規模 50 人以上の事業所

数約 59,200 所のうちから、層化無作

為抽出法により抽出した約 11,900所 

・事業所単位で行う調査事項 

①賞与及び臨時給与の支給総額と毎

月きまって支給する給与の支給総額 

②本年の給与改定等の状況（ベース改

定の状況、定期昇給の状況、賞与の支

給状況等） 

③諸手当の支給状況（住居手当の支給

状況、通勤手当の支給状況） 

④高齢者雇用施策の状況（一定年齢到

達時に常勤従業員の給与を減額する

仕組み等） 

 

民間給与と比較を行っている国公給与（行（一）適用職員）は、若年層の人数が増加したこと等

によりここ数年は大きな変動は見てとれない。今年の状況は・・・？ 

 

 

全世代の職員の月例給について、十分な水準の引上げ勧告を！！ 
～人勧期方針を踏まえ、組合員の期待に応える賃上げを交渉で追求する～ 

 



 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真に生活改善につながる引上げを！ 
－若年層～中堅層～高齢層のバランスのとれた賃金体系の確立－ 

【今後の交渉協議のポイント】 

ここ数年、人材確保のために、初任給を大幅に

引き上げる民間企業が増加しており、その傾向

は、報道等を見る限り、本年も昨年以上により顕

著になり民間の動きは加速しています。 

初任給の一定水準の確保は重要な課題ですが、

一方で、私たちの要求である 「全世代の職員の月

例給について、十分な水準の引上げ勧告」のた

め、較差の適正な配分に向け交渉を強化します。 

あわせて、人事行政諮問会議の最終提言や昨年

勧告時報告で人事院が言及している 「官民給与の

比較対象となる企業規模」のあり方、本年の民調

事項である交通用具使用者に係る通勤手当等に

関わって人事院と交渉を行っていきます。 

直近２年の給与改定では、初任給を大幅に引き上げるとともに若年層が在職する号俸に重点を

置き、そこから改定率を逓減させる形で全職員について引上げ改定を実施している。 

◆人事行政諮問会議最終提言（3/24）◆ 

～年次に縛られず実力本位で活躍できる公務～ 

諮問会議は、「公務全体の人材確保のために･･･

官民給与比較方法の見直しについて、①現在 50人

以上とされている官民給与の比較対象となる企

業規模について、少なくとも従前の 100 人以上に

戻すべきである、②政策の企画立案や高度な調整

に関わる本府省職員については、より実質的な比

較が可能となる手法を構築すべきであり、それに

向けて、少なくとも 1,000 人以上の企業と比較す

べきである」との提言を取りまとめました。 

公務員連絡会は、2006 年に現行の企業規模とさ

れた当時の公務員給与に対する政治・社会情勢

や、この間の給与法改正法案の国会審議の状況等

を再認識した上で、仮に人事院が、本年の勧告に

向けて具体的な措置を検討するのであれば、現

状・背景・要因等に関して明確な説明を行わせた

上で、十分に交渉・協議を行うよう求めます。 

 

 

 
  

 ◆65歳定年の完成を視野に入れた60歳前・60 

歳超の各職員層の給与水準（給与カーブ）の在

り方について◆ 

人事院は、2023年の勧告時報告において、

「民間における高齢期雇用や高齢層従業員の

給与水準の状況を注視しつつ、職員の役割・貢

献に応じた処遇の確保の観点から、人事管理

に係る他の制度と一体で引き続き検討を行っ

ていく」としています。 

公務員連絡会は、2031年（令和13年）4月の

65歳定年完成まで後5年余りしかないことか

ら、本年の報告・勧告の状況なども見据えなが

ら人事院との協議を行っていきます。 

なお、本年勧告に向けては、定年年齢引上

げ前後の高齢層職員全体の給与水準をはじ

め、定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任

用含む）の一時金の支給月数を含め、改善を

求めていきます。 

 


